
消費税率の引上げによる地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方税法の規定により、
社会保障施策に要する経費に充てています。
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地方消費税引上げ分の使途について（令和５年度決算）

その他国県支出金 地方債 その他
 引上げ分の
 地方消費税
 交付金

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

財　　　源　　　内　　　訳

（歳入）

（歳出） 7,936,218

848,646 千円

千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】
（単位：千円）

3,477,092 千円　）（　うち一般財源


